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水海道小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 水海道小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

項に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：水海道小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市水海道天満町２５１６番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 水海道小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 水海道小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(1) 月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(2) 土曜日：午前７時から午後７時 

(3) 学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条  水海道小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 水海道小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 水海道小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)使用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 
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(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

（利用定員） 

第９条 水海道小児童クラブＡの定員は，３８名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 水海道小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市水海道小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 水海道小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に

規定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意するこ

と。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。 

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第３条から第１１条，第１６条改正） 
 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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水海道小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 水海道小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

項に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：水海道小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市水海道天満町２５１６番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 水海道小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 水海道小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 水海道小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 水海道小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(1) 放課後児童健全育成事業における支援の提供 

第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 水海道小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 水海道小児童クラブＢの定員は，３４名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 水海道小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市水海道小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 水海道小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に

規定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意するこ

と。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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水海道小児童クラブＣ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 水海道小児童クラブＣは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

項に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：水海道小児童クラブＣ 

(２)所在地：常総市水海道天満町２５１６番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 水海道小児童クラブＣにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 水海道小児童クラブＣの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 水海道小児童クラブＣの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 水海道小児童クラブＣにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 水海道小児童クラブＣを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 水海道小児童クラブＣの定員は，３８名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 水海道小児童クラブＣの通常の事業実施は，常総市水海道小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 水海道小児童クラブＣを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に

規定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意するこ

と。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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水海道小児童クラブＤ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 水海道小児童クラブＤは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

項に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：水海道小児童クラブＤ 

(２)所在地：常総市水海道天満町２５１６番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 水海道小児童クラブＤにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 水海道小児童クラブＤの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 水海道小児童クラブＤの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 水海道小児童クラブＤにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 水海道小児童クラブＤを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 水海道小児童クラブＤの定員は，３４名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 水海道小児童クラブＤの通常の事業実施は，常総市水海道小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 水海道小児童クラブＤを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に

規定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意するこ

と。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。 

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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三妻児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 三妻児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に

基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名称 ： 三妻児童クラブＡ 

(２)所在地： 常総市中妻町２６４１番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 三妻児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 三妻児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時 

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 三妻児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 三妻児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 三妻児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 三妻児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 三妻児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市大生・五箇・三妻小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 三妻児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規定

する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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三妻児童クラブＢ運営規程 

（事業の目的） 
第１条 三妻児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に

基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：三妻児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市中妻町２６４１番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 三妻児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職 種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 三妻児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 三妻児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 三妻児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 三妻児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 三妻児童クラブＢの定員は，３５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 三妻児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市大生・五箇・三妻小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 三妻児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規定

する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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大花羽小児童クラブ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 大花羽小児童クラブは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：大花羽小児童クラブ 

(２)所在地：常総市大輪町３８６番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 大花羽小児童クラブにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 大花羽小児童クラブの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時 

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 大花羽小児童クラブの休所日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 大花羽小児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 大花羽小児童クラブを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 大花羽小児童クラブの定員は，４０名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 大花羽小児童クラブの通常の事業実施は，常総市大花羽・菅原小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 大花羽小児童クラブを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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豊岡小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 豊岡小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：豊岡小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市豊岡町丙３３６２番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 豊岡小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 豊岡小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 豊岡小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 豊岡小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 豊岡小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 豊岡小児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 豊岡小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市豊岡小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 豊岡小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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豊岡小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 豊岡小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：豊岡小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市豊岡町丙３３６２番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 豊岡小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 豊岡小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時 

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 豊岡小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 豊岡小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 豊岡小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 豊岡小児童クラブＢの定員は，３６名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 豊岡小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市豊岡小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 豊岡小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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絹西小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 絹西小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：絹西小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市坂手町７３０３番地３ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 絹西小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 絹西小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 絹西小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 絹西小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 絹西小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 絹西小児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 絹西小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市絹西小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 絹西小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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絹西小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 絹西小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：絹西小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市坂手町７３０３番地３ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 絹西小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 絹西小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 絹西小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 絹西小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 絹西小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 絹西小児童クラブＢの定員は，４０名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 絹西小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市絹西小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 絹西小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０ 

各号に掲げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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絹西小児童クラブＣ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 絹西小児童クラブＣは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：絹西小児童クラブＣ 

(２)所在地：常総市坂手町７３０３番地３ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 絹西小児童クラブＣにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 絹西小児童クラブＣの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 絹西小児童クラブＣの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 絹西小児童クラブＣにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 絹西小児童クラブＣを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 絹西小児童クラブＣの定員は，３６名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 絹西小児童クラブＣの通常の事業実施は，常総市絹西小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 絹西小児童クラブＣを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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菅生小児童クラブ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 菅生小児童クラブは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に

基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：菅生小児童クラブ 

(２)所在地：常総市菅生町４７１１番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 菅生小児童クラブにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 菅生小児童クラブの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 菅生小児童クラブの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 菅生小児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 菅生小児童クラブを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 菅生小児童クラブの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 菅生小児童クラブの通常の事業実施は，常総市菅生小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 菅生小児童クラブを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規定

する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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岡田小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 岡田小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：岡田小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市向石下１０２０番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 岡田小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 岡田小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 岡田小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 岡田小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 岡田小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 岡田小児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 岡田小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市岡田小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 岡田小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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岡田小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 岡田小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：岡田小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市向石下１０２０番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 岡田小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 岡田小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 岡田小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 岡田小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 岡田小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 岡田小児童クラブＢの定員は，２４名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 岡田小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市岡田小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 岡田小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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岡田小児童クラブＣ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 岡田小児童クラブＣは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：岡田小児童クラブＣ 

(２)所在地：常総市向石下１０２０番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 岡田小児童クラブＣにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 岡田小児童クラブＣの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時 

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 岡田小児童クラブＣの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 岡田小児童クラブＣにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 岡田小児童クラブＣを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 岡田小児童クラブＣの定員は，２１名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 岡田小児童クラブＣの通常の事業実施は，常総市岡田小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 岡田小児童クラブＣを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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玉小児童クラブ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 玉小児童クラブは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に基

づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：玉小児童クラブ 

(２)所在地：常総市若宮戸７９４番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 玉小児童クラブにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 玉小児童クラブの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 玉小児童クラブの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 玉小児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 玉小児童クラブを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 玉小児童クラブの定員は，４０名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 玉小児童クラブの通常の事業実施は，常総市玉小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 玉小児童クラブを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規定す

る内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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石下小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 石下小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：石下小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市新石下１９０７番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 石下小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 石下小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)土曜日：午前７時から午後７時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 石下小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 石下小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 石下小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 
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(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

（利用定員） 

第９条 石下小児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 石下小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市石下小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 石下小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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石下小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 石下小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：石下小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市新石下１９０７番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 石下小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 石下小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 石下小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 石下小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 石下小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 石下小児童クラブＢの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 石下小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市石下小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 石下小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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石下小児童クラブＣ運営規程 

（事業の目的） 

第１条 石下小児童クラブＣは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：石下小児童クラブＣ 

(２)所在地：常総市新石下１９０７番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 石下小児童クラブＣにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 石下小児童クラブＣの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時 

(２)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 石下小児童クラブＣの休所日は，次のとおりとする。 

(１)土曜日・日曜日 

(２)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３)お盆（８月１３日～１６日） 

(４)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(５)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 石下小児童クラブＣにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

 第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 石下小児童クラブＣを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 
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（利用定員） 

第９条 石下小児童クラブＣの定員は，３７名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 石下小児童クラブＣの通常の事業実施は，常総市石下小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 石下小児童クラブＣを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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豊田小児童クラブ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 豊田小児童クラブは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に

基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学 

校の休業日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとと

もに，本事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：豊田小児童クラブ 

(２)所在地：常総市豊田２２４６番地 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 豊田小児童クラブにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 豊田小児童クラブの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 豊田小児童クラブの休所日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 豊田小児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 豊田小児童クラブを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 

(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 
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(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

（利用定員） 

第９条 豊田小児童クラブの定員は，３８名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 豊田小児童クラブの通常の事業実施は，常総市豊田小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 豊田小児童クラブを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規定

する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(１)児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出

ること。 

(２)児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場

合は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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飯沼小児童クラブＡ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 飯沼小児童クラブＡは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：飯沼小児童クラブＡ 

(２)所在地：常総市鴻野山２８９番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 飯沼小児童クラブＡにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 飯沼小児童クラブＡの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 飯沼小児童クラブＡの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 飯沼小児童クラブＡにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 飯沼小児童クラブＡを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 飯沼小児童クラブＡの定員は，４５名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 飯沼小児童クラブＡの通常の事業実施は，常総市飯沼小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 飯沼小児童クラブＡを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(1) 児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出る

こと。 

(2) 児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場合

は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。 

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 
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飯沼小児童クラブＢ運営規程 
（事業の目的） 

第１条 飯沼小児童クラブＢは，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項

に基づき，放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

  

（運営の方針） 

第２条 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を利用対象とし，放課後や学校の休業

日等に適切な遊びや生活の場を提供することにより，児童の健全な育成を図るとともに，本

事業の実施を通して，仕事と子育ての両立を支援するものとする。 

２ 事業の実施にあたっては，利用者の人権に十分配慮するとともに，利用者の人格を尊重し

て，運営を行うものとする。 

３ 事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，利用者が通学する小学校およびそ

の他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては，自らその提供する支援の評価を行い，常にその改善を図る。 

５ 前４項のほか，児童福祉法及び常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年９月１７日常総市条例第１９号）その他の関係法令等を遵守し，

事業を実施するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

(１)名 称：飯沼小児童クラブＢ 

(２)所在地：常総市鴻野山２８９番地１ 

 

（職員の職種，員数及び職務の内容） 

第４条 飯沼小児童クラブＢにおける職員の種類，員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

(１)職  種：放課後児童支援員，補助員 

(２)職 員 数：１単位につき最低２名（児童支援員を最低１名常駐させる） 

(３)職務内容：放課後児童支援員は，利用者への支援提供，利用者と保護者との連絡調整，設

備及び備品等の安全管理を行う。補助員は，放課後児童支援員の補助を行う。 

 

（開所日及び開所時間） 

第５条 飯沼小児童クラブＢの開所日及び開所時間は，次のとおりとする。 

(１)月曜日から金曜日までの授業日：授業の終了後から午後７時      

(２)第１及び第３土曜日：午前７時から午後１時 

(３)学校の休業日：午前７時から午後７時 

 

（休所日） 

第６条 飯沼小児童クラブＢの休所日は，次のとおりとする。 

(１)日曜日 

(２)第１及び第３以外の土曜日 

(３)国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(４)お盆（８月１３日～１６日） 

(５)年末年始（１２月２９日～１月３日） 

(６)その他，学級閉鎖や，台風・大雪等で学校が臨時休校になった日 

 

（支援の内容） 

第７条 飯沼小児童クラブＢにおける放課後児童健全育成事業の内容は，次のとおりとする。 

(１)放課後児童健全育成事業における支援の提供 

第５条に規定する開所日及び開所時間において，利用者の支援を行うものとする。 

(２)その他支援に係る行事等  

 

（保護者が支払うべき額等） 

第８条 飯沼小児童クラブＢを利用する児童の保護者が支払う額は，次のとおりとする。 

(１)利用料 ：有料 ※常総市児童クラブの設置及び管理に関する条例のとおり 
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(２)おやつ代：８０円/日 ※食べた日数分で計上 

(３)その他 ：イベント代 ※料金が発生するイベントのみ 

 

（利用定員） 

第９条 飯沼小児童クラブＢの定員は，２０名とする。 

   

（通常の事業の実施区域） 

第１０条 飯沼小児童クラブＢの通常の事業実施は，常総市飯沼小学校区とする。 

 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 飯沼小児童クラブＢを利用する児童の保護者は，事業の利用に当たっては，次に規

定する内容および『申請案内』『児童クラブのしおり』に記載されている事項に留意すること。 

(3) 児童が欠席をする場合には，保護者は電話その他の連絡方法により，児童クラブへ届け出る

こと。 

(4) 児童又はその家族の感染症の発生により，外の児童へ感染する恐れがあると認められる場合

は，事業者は児童に対して，欠席を命じることができる。 

 

（緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１２条 放課後児童支援員及び補助員は，緊急時及び事故発生時等には，『安全管理マニュア

ル』に従い，対応するものとする。     

   

（非常災害対策） 

第１３条 放課後児童支援員及び補助員は，非常災害発生時には『災害時対応マニュアル』に

従い，対応するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 放課後児童支援員及び補助員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た児童又は

その家族の個人情報を漏らしてはならない。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員であった者が辞職した後においても，

業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない旨を，雇用契約時の内容とする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１５条 放課後児童支援員及び補助員は，児童に対し，児童福祉法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他，児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他事業の運営に関する重要事項） 

第１６条 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員の資質向上を図るために，研修

の機会を設けるものとする。 

２ 事業者（常総市）は，放課後児童支援員及び補助員・設備・備品および会計に関する諸記

録を整備し，市が定める期間（事業年度終了後５年間）保存するものとする。 

３ 事業者（常総市）は，児童の支援に関する諸記録を整備し，市が定める期間（事業年度終

了後５年間）保存するものとする。 

４ この規程に定める事項のほか，運営に関する重要事項は，必要に応じて保護者に周知する

ものとする。  

 

附 則 

この規定は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

（第１条，第２条から第１１条改正） 

 

この規定は，令和３年４月１日から施行する。 

 


